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○愛媛県告示第127号
　愛媛県民有林林道事業補助金交付規程（昭和30年３月愛媛県告示第222号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行し、令和６年度
事業から適用する。
　　令和７年２月25日
� 愛媛県知事　中　村　時　広
　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

別表第１（第３条、別表第２関係）
１　森林環境保全整備事業
⑴　林道整備事業

⑵　省略
２～５　省略

別表第１（第３条、別表第２関係）
１　森林環境保全整備事業
⑴　特定機能回復事業
⑵　森林資源循環利用林道整備事業
⑶　山村強靱

じん

化林道整備事業
⑷　林業専用道整備事業
⑸　省略

２～５　省略

改　　　正　　　後 改　　　正　　　前

○愛媛県告示第128号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。
　　令和７年２月25日
� 愛媛県中予地方局長　矢　野　悌　二

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称　

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

６中局建（開）第27号

令和７年２月14日

伊予市下吾川字壱丁地679番13、679番15、686番、687番２、688番、686番地
先南側水路及び東側水路、679番13、687番２及び、688番地先東側農道、679
番15地先北側水路

伊予市下吾川2045番地１
　株式会社マミーハウス


